
生駒市議会規則第１号 

生駒市議会事務局規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和４年３月１６日 

生駒市議会議長 中谷 尚敬 

 

生駒市議会事務局規則の一部を改正する規則 

生駒市議会事務局規則（平成２年３月生駒市議会規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１２条の見出し中「文書」を「行政文書」に改め、同条中「文書の」を「行

政文書の管理その他の」に改める。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 


